
 

審査会開催経過 
第１回 10/31（委員会構成、日程と審査内容） 

第２回 11/ 6（森田申請人代表が請求理由の説 

明、鵜飼対象議員が意見表明） 

第３回 11/18（当時の議長等関係者３人の聴取） 

第４回 11/27（委員間審査） 

第５回 12/ 3（委員間審査） 

第６回 12/16（審査結果の取りまとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治倫理条例第３条８号に違反とする 

森田久生（志誠会）、白坂萬里子（公明党）、戎脇浩

（志誠会）の３議員からの請求事案 
 

（１）令和元年６月１４日、令和元年第１回甲賀市議会定

例会の議案質疑において、議長の整理権発動があったにも

かかわらず、一般質問のように副市長にあたかも選挙開票

事務不正の疑義があるかのような発言を続けた。 

（２）令和元年９月１２日、令和元年第 2回甲賀市議会定

例会の一般質問において、地方税法に抵触するので回答で

きない旨の執行部答弁に対し、執拗（５回）に同じ趣旨の

質問を繰り返した。 

（３）平成３１年４月２５日、開票事務不正特別委員会に

おいて、委員長に侮辱的な発言をした。 

 

「
鵜
飼
勲
議
員
の
発
言
は
甲
賀
市
政
治
倫
理
条
例
に
違
反
す
る
」
と
森
田
久
生

議
員
ら
の
審
査
請
求
に
対
し
て
、
甲
賀
市
議
会
政
治
倫
理
審
査
会
は
１６
日
開
い
た

第
６
回
審
査
会
で
、
請
求
を
棄
却
す
る
結
論
を
出
し
ま
し
た
。
条
例
に
基
づ
き
２４

日
ま
で
に
議
長
に
報
告
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
審
査
請
求
は
、
議
員
の
倫
理
と
は
何

か
、
二
元
代
表
制
の
も
と
で
、
議
員
の
発
言
の
保
障
、
質
問
権
、
行
政
監
視
機
能

な
ど
議
員
の
役
割
が
問
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。
甲
賀
市
議
会
初
め
て
の
政
治
倫
理

審
査
会
で
も
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
や
他
の
自
治
体
関
係
者
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い

鵜飼勲議員の発言は「政治倫理条例違反」とする審査請求 

ま
し
た
。
委
員
会
は
各
会
派
と
無
会
派
で
構
成
さ
れ
、
委
員
は
土
山
定
信
（
委
員

長
・
凛
風
会
）
、
小
西
喜
代
次
（
副
委
員
長
・
日
本
共
産
党
）
、
小
河
文
人
（
志
誠

会
）
、
田
中
將
之
（
公
明
党
）
、
竹
若
茂
國
（
無
会
派
）
の
５
人
。
「
棄
却
」
と
す

る
委
員
長
提
案
に
、
反
対
は
小
河
・
田
中
委
員
、
賛
成
は
小
西
・
竹
若
委
員
で
可

否
同
数
と
な
っ
た
た
め
、
委
員
長
判
断
で
棄
却
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
違
反
の
根

拠
と
さ
れ
る
第
３
条
８
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
は
公
明
党
の
田
中
委
員
も
賛

意
を
示
し
ま
し
た
。 
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甲
賀
市
議
会
初
の
政
治
倫
理
審
査
会

は
こ
の
間
６
回
開
催
さ
れ
、
請
求
人
代

表
の
森
田
久
生
議
員
、
審
査
対
象
議
員

の
鵜
飼
勲
議
員
、
当
時
の
林
田
久
充
議

長
と
谷
永
兼
二
議
運
委
員
長
（
現
議

長
）、
議
会
事
務
局
長
か
ら
聞
き
取
り
、

16
日
に
は
小
河
・
田
中
委
員
か
ら
事
情

聴
取
の
請
求
の
あ
っ
た
、
侮
辱
的
な
発

言
を
う
け
た
と
さ
れ
る
開
票
事
務
不
正

特
別
委
員
会
委
員
長
（
当
時
）
の
谷
永

議
員
か
ら
も
直
接
意
見
を
聞
く
な
ど
関

係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
を
も
と
に
最
終

的
な
判
断
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
16
日
に

結
論
を
出
す
と
い
う
の
は
前
回
の
審
査

会
で
の
確
認
で
し
た
が
、
小
河
委
員
か

ら
「
採
決
に
応
じ
ら
れ
な
い
」
と
動
議

（
２
）
の
件
は
、
発
言
通
告
、
議
長

の
許
可
の
も
と
で
行
わ
れ
て
お
り
、
答

弁
も
明
快
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
問

題
で
は
な
い
。
執
拗
に
同
じ
趣
旨
の
質

問
を
繰
り
返
し
た
こ
と
に
は
、
全
国
市

議
会
議
長
も
問
題
な
い
と
回
答
。 

（
３
）
の
件
は
、
そ
も
そ
も
「
侮
辱

的
」
か
ど
う
か
は
主
観
的
な
問
題
で
、

第
三
者
が
取
り
上
げ
る
性
格
の
問
題
で

は
な
い
。 

 

■
議
員
活
動
を
制
限
す
る
可
能
性 

森
田
請
求
代
表
人
は
、
審
査
の
冒
頭
、

３
つ
の
事
案
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
ロ
ー

プ
で
繋
い
だ
よ
う
な
形
に
し
て
い
た
だ

い
て
、
全
体
と
し
て
見
て
、
審
査
し
て

い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
本

来
は
、
違
反
の
事
実
を
明
確
に
し
て
申

請
し
、
審
査
会
は
条
例
で
示
さ
れ
て
い

る
倫
理
基
準
に
基
づ
き
、
判
断
す
る
も

の
で
す
。「
ロ
ー
プ
に
つ
な
い
で
…
全
体

と
し
て
見
て
…
」
と
、
問
題
発
言
の
是

非
を
問
う
の
で
は
な
く
、
議
員
の
発

言
・
行
動
全
体
を
審
査
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
議
会
活
動
を
制
限
す
る
こ
と
に

つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

 

日
本
共
産
党
甲
賀
市
議
員
団
は
、
当

初
か
ら
「
今
回
の
発
言
は
、
審
査
請
求

に
値
し
な
い
事
案
」
だ
と
の
見
解
を
示

し
て
い
ま
し
た
。 

   

が
出
さ
れ
、
田
中
委
員
が
賛
成
、
小
西
・

竹
若
委
員
が
反
対
し
、
委
員
長
判
断
で

採
決
に
い
た
り
ま
し
た
。 

 ■
判
断
基
準
は
請
求
理
由
の
条
例 

審
査
の
判
断
基
準
は
、
条
令
第
３
条

８
号 

政
治
倫
理
基
準
等
の
遵
守
「
前

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
民
全

体
の
代
表
者
と
し
て
、
そ
の
品
位
を
損

な
う
一
切
の
行
為
を
慎
み
、
そ
の
責
務

に
関
し
、
不
正
の
疑
惑
を
持
た
れ
る
よ

う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
」
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
で
し
た
。
こ
の
こ
と
に
照

ら
せ
ば
請
求
事
案
（
左
の
上
枠
）
が
該

当
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
す
。 

こ
の
点
で
、
公
明
党
田
中
委
員
が
討

論
で
、「
３
条
の
８
号
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
で
該
当
す
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
、
や
は

り
倫
理
と
い
う
点
で
賛
成
し
か
ね
る
と

思
い
、
反
対
の
討
論
と
す
る
」
と
述
べ

た
こ
と
は
注
目
で
す
。 

 ■
委
員
長
が
棄
却
と
し
た
主
な
理
由 

各
請
求
事
案
（
左
枠
参
照
） 

 

（
１
）
の
件
は
、
議
場
で
混
乱
も
な

く
、
議
長
の
指
示
に
従
い
質
疑
が
進
め

ら
れ
、
質
問
内
容
も
議
員
の
質
問
権
に

属
す
る
問
題
で
対
象
に
は
な
ら
な
い
。 


